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富山県告示第22号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和６年１月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  伏木富山港新湊地区国際物流ターミナル 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  伏木富山港港湾運送事業協同組合 高岡市伏木湊町５番１号 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和８年３月31日まで 
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富山県告示第23号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において１月22日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
湯八尾線 

富山市山田湯字下逃戸 994番４から 
 
富山市山田湯字下逃戸 989番２まで 

 
 

令和６年１月22日 
 
 

富山土木
センター 

県道 
 
西松瀬八十島
線 

富山市八尾町東布谷字木滝 387番２
から 
 
富山市八尾町東布谷字木滝 323番２
まで 

 
 

令和６年１月22日 
 
 

富山土木
センター 
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都市計画の変更案の縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第18条 

第１項の規定により次のとおり都市計画を変更しようとするので、同法第21条第２ 

項において準用する同法第17条第１項の規定により公告し、当該都市計画の変更案 

を公衆の縦覧に供する。 

 なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市 

計画の変更案について、県に意見書を提出することができる。 

  令和６年１月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画の種類 

  次の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
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都市計画区域 都市計画区域の範囲 

富山南 富山市の行政区域の一部 

福岡 高岡市の行政区域の一部 

魚津 魚津市の行政区域の一部 

氷見 氷見市の行政区域の全域 

滑川 滑川市の行政区域の一部 

黒部 黒部市の行政区域の一部 

砺波 砺波市の行政区域の全域 

小矢部 小矢部市の行政区域の全域 

南砺 南砺市の行政区域の一部 

上市 上市町の行政区域の一部 

立山舟橋 舟橋村の行政区域の全域及び立山町の行政区域の一部 

入善 入善町の行政区域の一部 

朝日 朝日町の行政区域の一部 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

  各都市計画区域の全域 

３ 都市計画の変更案の縦覧の期間及び場所 

 ⑴ 期間 

   令和６年１月22日から令和６年２月５日まで 

 ⑵ 場所 
 

都市計画の変更案 場所 

富山南都市計画整備、開 

発及び保全の方針 

富山県土木部都市計画課、富山市活力都市創造部都市計画 

課及び大沢野行政サービスセンター 

福岡都市計画整備、開発

及び保全の方針 

富山県土木部都市計画課、高岡市都市創造部都市計画課及

び福岡支所 

魚津都市計画整備、開発

及び保全の方針 
富山県土木部都市計画課及び魚津市産業建設部都市計画課 

氷見都市計画整備、開発

及び保全の方針 
富山県土木部都市計画課及び氷見市建設部都市計画課 
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滑川都市計画整備、開発

及び保全の方針 
富山県土木部都市計画課及び滑川市建設部都市計画課 

黒部都市計画整備、開発

及び保全の方針 
富山県土木部都市計画課及び黒部市都市創造部都市計画課 

砺波都市計画整備、開発

及び保全の方針 
富山県土木部都市計画課及び砺波市建設水道部都市整備課 

小矢部都市計画整備、開

発及び保全の方針 

富山県土木部都市計画課及び小矢部市産業建設部都市建設

課 

南砺都市計画整備、開発

及び保全の方針 

富山県土木部都市計画課、南砺市ふるさと整備部道路整備

課、城端市民センター、井波市民センター、福野市民セン

ター及び井口市民センター 

上市都市計画整備、開発

及び保全の方針 
富山県土木部都市計画課及び上市町建設課 

立山舟橋都市計画整備、

開発及び保全の方針 

富山県土木部都市計画課、立山町建設課及び舟橋村生活環

境課 

入善都市計画整備、開発

及び保全の方針 
富山県土木部都市計画課及び入善町住まい・まちづくり課 

朝日都市計画整備、開発

及び保全の方針 
富山県土木部都市計画課及び朝日町建設課 

 

 

富山県立中央病院の清掃業務委託に係る一般競争入札の実施 

  富山県立中央病院の清掃業務委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項及び地方公共団体の 

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372号。以下 

「特例政令」という。）第６条の規定により公告する。 

    令和６年１月22日 

                                     富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量 

   富山県立中央病院清掃業務委託 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書及び業務委託仕様書による。 

 ⑶ 委託期間 
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   令和６年４月１日から令和８年３月31日まで 

   （地方自治法第 234条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行場所 

   富山市西長江二丁目２番78号 富山県立中央病院 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 

 ⑴ 庁舎等の清掃、設備保守等の役務の調達契約に係る競争入札に参加する者に 

  必要な資格等について（令和５年富山県告示第84号）第１の規定に該当しない 

  者であること。 

 ⑵ 富山県の庁舎等の清掃、設備保守等の役務の調達契約に係る競争入札参加資 

  格の審査（以下「競争入札参加資格審査」という。）の結果、清掃業務の区分 

  において、Ａの等級に格付けされている者であること。 

 ⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第12 

  条の２第１項第８号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録 

  を受けている者であること。 

 ⑷ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。）第９条 

  の15各号に定める基準に適合している者であること。 

 ⑸ 平成31年４月１日以降、500床以上の病床を有する同一の公的病院（開設者が、 

  国又は医療法（昭和23年法律第 205号）第７条の２第１項各号若しくは同条第 

  ７項に掲げる者である病院をいう。以下同じ。）又は大学の附属病院において、 

  そのほぼ全域を対象とする日常的清掃業務（省令第９条の15第３号に規定する 

  清潔区域の清掃を含むものに限る。以下同じ。）を継続して２年以上実施した 

  経歴を有する者（当該病院と契約を締結し、かつ、他に再委託することなく業 

  務を実施したものに限る。以下同じ。）であること。 

 ⑹ 平成31年４月１日以降、同一の第１種又は第２種感染症指定医療機関に指定 

  されている公的病院又は大学の附属病院において、そのほぼ全域を対象とする 

  日常的清掃を継続して２年以上実施した経歴を有する者であること。 

 ⑺  500床以上の病床を有する公的病院又は大学の附属病院において、通算２年 

  以上の受託責任者経験を有する者を受託責任者として配置できること。 
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 ⑻ 委託業務を適正に履行する能力を有する者であること。 

 ⑼ 受託業務の責任者との連絡体制が完備している者であり、かつ、受託業務の 

  責任者に連絡をしてから１時間以内に清掃や苦情対応等に着手できる者である 

  こと。 

 ⑽ 大規模災害等発生時に対する対応方針や連絡体制、清掃実施体制が完備され 

  ており、受託者のみでは十分な応急・応援措置が迅速かつ円滑に遂行できない 

  場合に、広域的かつ複数の都道府県にわたる企業、団体等と職員の派遣、業務 

  の実施、物資や資機材の提供など相互協力する体制が整っている者であること。 

 ⑾ 建築物清掃管理評価資格者が１名以上在籍している者であること。 

 ⑿ 一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマークの認定を受 

  けていること。なお、平成31年４月１日以降、病院の清掃業務に関し、一般財 

  団法人医療関連サービス振興会の専門部会による検証（医療関連サービスが、 

  医療関連サービスマークの認定基準に適合した内容であるかを確認するための 

  ものをいう。）の結果、当該財団法人から改善勧告、注意喚起を受けていない 

  者であること。 

 ⒀ 令和５年４月１日以降、富山県、公的病院及び大学の附属病院の競争入札に 

  おいて指名停止の措置を受けていない者であること。 

３ 入札に参加する資格の確認 

 ⑴ 入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める入札参加資格確認申請書 

  （以下「申請書」という。）及び入札参加資格確認資料（以下「資料」とい 

  う。）を提出し、入札に参加する資格の確認を受けなければならない。 

      なお、申請書若しくは資料を提出しない者又は入札に参加する資格がないと 

  認められた者は、入札に参加することができない。 

 ⑵ 申請書及び資料の提出期間 

   令和６年１月22日（月）から同年２月８日（木）までの間（日曜日、土曜日 

  及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除 

  く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分までとする。 

 ⑶  申請書及び資料の提出場所並びに問い合わせ先 

    〒 930－8550  富山市西長江二丁目２番78号 
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                     富山県立中央病院経営管理課管財係 

                     電話 076-491-7115 

 ⑷ 入札参加資格の確認の結果 

   入札参加資格の確認の結果は、令和６年２月19日（月）までに申請者に通知 

  する。 

 ⑸ その他 

    ア 資料の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 

  イ  提出された資料は、入札参加資格の有無の確認以外には使用しない。 

  ウ  提出された資料は、返却しない。 

  エ  提出された資料に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合は、 

   これに応じなければならない。 

４ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

 ⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由に 

  ついて説明を求めることができる。 

 ⑵ ⑴により説明を求める場合には、令和６年２月22日（木）までに説明を求め 

  る旨を記載した書面を持参により提出しなければならない。 

 ⑶ ⑵により書面が提出されたときは、令和６年２月29日（木）までに文書によ 

  り回答する。 

 ⑷ ⑵の書面の提出場所は、次のとおりとする。 

   ３の⑶に掲げる場所 

５  入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合 

  わせ先 

   ３の⑶に掲げる場所及び問い合わせ先 

 ⑵ 入札説明書の交付期間及び交付場所等 

   ３の⑵に掲げる期間内に３の⑶に掲げる場所において希望者に無料で交付す 

  る。なお、郵送による交付は行わない。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和６年３月４日（月）午後５時15分 
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 ⑷ 入札書の提出方法 

      直接持参又は書留郵便（書留郵便により入札書を提出する場合にあっては、 

  提出期限までに必着とすること。） 

６ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札の日時 

   令和６年３月６日（水）午後１時30分 

 ⑵ 開札の場所 

    〒930－8550  富山市西長江二丁目２番78号 

                   富山県立中央病院外来診療棟５階51会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者全員の立会いのもとで行う。開札に立 

  ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を３の⑶の機関に届 

  け出るものとする。 

７ 入札保証金に関する事項 

    免除する。 

８ 入札の無効に関する事項 

    次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ 虚偽の申請書又は資料を提出した者の入札 

 ⑶ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑷ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

９ 入札の方法 

 ⑴ 入札金額は、年額とし、受託に要する一切の費用を見積もるものとする。 

 ⑵ 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税 

  事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する 

  金額を入札書に記載すること。 

10 落札者の決定の方法 
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 ⑴  有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格 

  をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち合わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がいないときは、直ちに、再度の 

  入札をすることがある。 

11  その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

  る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 ⑷ この契約は、特例政令の適用を受ける。 

 ⑸ この契約に係る苦情の申立てがあり、富山県特定調達苦情検討委員会が契約 

  締結の停止等を要請した場合においては、この契約手続の停止等を行うことが 

  ある。 

 ⑹ 令和６年度富山県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件調達手続に 

  ついて停止等を行うことがある。 

 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 

12 Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the service to be required: 

      Contract for cleaning of main building, etc. 1 set 

 ⑵ Fulfillment period: From April 1, 2024 through March 31, 2026. 

 ⑶ Fulfillment place: Toyama Prefectural Central Hospital 

 ⑷ Your bid must be delivered not latar than 5:15 pm on May 4, 2024. 

 ⑸ Contact point for notification: 

      Address at which the necessary documents and information may be  

      obtained: 
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      Property Administration Division, Toyama Prefectural Central 

      Hospital 2-78 Nisinagae 2-chome, Toyama-shi, Toyama Pref, 930-8550, 

      Japan 

      Telephone: 076-491-7115  
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